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城陽市では、災害の発生により水道が断たれた場

合に、近隣の住民の皆さんに洗濯・トイレなどに使用

する生活用水として無償提供いただける個人または

事業者が所有・管理する井戸の登録を募集します。 

①井戸の所有者または管理者が登録申請書を提出 

②市が水質検査等により、登録の適否を判断 

③市が登録した井戸に標識を交付。門扉等に標識を取り付け 

④生活用水協力井戸所在マップに井戸所在地を掲載 

登録要件 

①生活用水としての使用が可能な水量・水質であること 

②井戸水をくみ上げることができること 

③災害時に無償で近隣住民に井戸水を提供できること 

④井戸枠などがあり安全であること 

⑤井戸の所在地の公表を了承していただけること 

●登録の流れ● 

申し込み・お問い合わせ 

城陽市役所 危機・防災対策課 

TEL ：０７７４－５６－４０４５ 

FAX ：０７７４－５５－７７７４ 

MAIL：bosai@city.joyo.lg.jp 


